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岡山県神社庁庁長
笹 井　和 男

鎮
守
の
森
か
ら
学
ぶ

社
会
生
活　

年
頭
の
ご
挨
拶

　

天
皇
陛
下
御
即
位
二
十
年
御
成
婚

五
十
年
の
佳
節
の
輝
か
し
い
新
春
を

迎
え
、
皆
様
方
の
ご
健
勝
と
ご
多
幸

を
お
祈
り
し
、
新
年
の
お
慶
び
を
申

し
上
げ
ま
す
。

　

今
日
の
日
本
は
乱
れ
に
乱
れ
、
地

球
も
温
暖
化
、
環
境
汚
染
と
昔
か
ら

受
継
が
れ
て
来
て
い
る
美
し
い
日
本

は
ど
う
な
っ
て
い
る
の
で
し
ょ
う
か
。

　

一
番
身
近
な
鎮
守
の
森
に
つ
い
て

み
る
と
環
境
汚
染
や
破
壊
が
進
む
中

で
も
樹
々
は
そ
れ
ぞ
れ
の
役
目
を

担
っ
て
立
派
な
森
を
形
成
し
て
お
り

ま
す
。
森
は
樹
々
を
中
心
に
多
く
の

生
き
物
を
育
み
、
そ
れ
を
取
り
巻
く

人
工
的
環
境
と
自
然
環
境
が
長
年
に

亘
り
生
命
活
動
を
し
た
結
果
、
そ
の

森
の
中
で
生
態
系
が
保
た
れ
る
と
い

う
自
然
主
導
の
共
生
が
出
来
て
お
り

ま
す
。

　

人
間
社
会
の
規
律
は
人
間
が
決
め
、

樹
々
の
生
態
は
定
め
ら
れ
た
枠
の
中

で
限
ら
れ
た
共
生
と
生
存
競
争
が
行

わ
れ
て
、
そ
の
定
め
ら
れ
た
環
境
の

中
で
は
適
合
し
た
も
の
の
み
が
生
き

残
る
こ
と
が
出
来
る
の
で
あ
り
ま
す
。

　

そ
れ
ぞ
れ
が
個
々
の
役
目
を
十
分

に
果
た
さ
な
け
れ
ば
鎮
守
の
森
か
ら

弾
き
出
さ
れ
て
し
ま
い
ま
す
。

　

現
在
は
、
人
間
社
会
が
環
境
を
作

り
出
し
、
自
然
界
に
環
境
修
正
を
強

制
す
る
一
方
通
行
の
社
会
に
な
っ
て

い
ま
す
。

　

そ
ん
な
中
で
も
樹
々
は
本
来
の
植

生
を
発
揮
し
、
生
育
で
き
る
環
境
を

探
し
求
め
な
が
ら
自
然
の
周
期
に
合

わ
せ
た
生
き
方
を
し
て
い
ま
す
。
こ

の
持
続
的
な
生
き
方
を
我
々
の
先
祖

は
知
り
、
自
然
環
境
を
守
る
た
め
の

手
段
と
し
た
の
で
あ
り
ま
し
ょ
う
。

そ
れ
は
植
栽
す
る
に
当
り
、
適
地
適

木
、
郷
土
木
の
植
生
を
総
合
的
に
考

え
、
森
の
変
化
の
中
で
は
代
替
樹
を

植
栽
し
て
き
ま
し
た
。
森
を
守
る
こ

と
は
森
と
共
存
す
る
こ
と
で
あ
り
、

単
に
経
済
性
だ
け
で
論
ず
る
の
は

樹
々
に
対
す
る
畏
敬
の
念
が
足
り
ま

せ
ん
。

　

常
に
森
か
ら
教
わ
る
謙
虚
な
姿
勢

が
必
要
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
我
々

神
社
関
係
者
は
こ
の
自
然
環
境
の
中

で
生
活
し
、
日
々
御
奉
仕
申
し
上
げ

て
お
り
ま
す
。

　

先
祖
か
ら
受
継
い
で
き
た
鎮
守
の

森
を
今
一
度
原
点
に
帰
り
、
考
え
て

み
る
の
も
必
要
な
こ
と
で
は
な
い
で

し
ょ
う
か
。

　

本
年
も
皆
様
方
に
と
り
ま
し
て
佳

き
年
で
あ
り
ま
す
よ
う
に
、
そ
し
て

益
々
の
ご
活
躍
を
心
か
ら
ご
祈
念
申

し
上
げ
ま
し
て
ご
挨
拶
と
致
し
ま
す
。
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十
一
月
十
日
午
後
一
時
三
十
分
か
ら
神
社
庁
講
堂
に
お
い
て
、
平
成
二
十
年
臨
時
協
議
員
会
が
開
催
さ
れ
た
。

開
式
行
事
、
庁
長
挨
拶
の
後
、
伏
見
議
長
が
登
壇
し
、
議
事
が
審
議
さ
れ
た
。

議
案
第
一
号

『
平
成
十
九
年
度
岡
山
県
神
社
庁
一
般
会
計
歳
入
歳
出
決
算
』

議
案
第
二
号

『
平
成
十
九
年
度
岡
山
県
神
社
庁
別
途
会
計
収
支
決
算
』

議
案
第
三
号

『
平
成
十
九
年
度
岡
山
県
神
社
庁
事
業
会
計
決
算
』

議
案
第
四
号

『
岡
山
県
神
社
庁
財
産
目
録
』

　

右
記
四
議
案
は
一
括
上
程
さ
れ
、
協
議
員
か
ら
、
教
誨
活
動
の
充
実
の
た
め
に
次
年
度
か

ら
「
教
誨
師
関
係
費
を
増
額
」
の
要
望
な
ど
が
あ
っ
た
。

議
案
第
五
号

『
平
成
二
十
年
度
岡
山
県
神
社
庁
歳
入
歳
出
補
正
予
算
案
』

　

ト
イ
レ
に
ウ
ォ
シ
ュ
レ
ッ
ト
の
設
置
費
、図
書
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
化
を
図
る
た
め
の
入
力
費
、

玄
関
横
雨
樋
の
修
理
費
が
追
加
予
算
と
し
て
上
程
さ
れ
た
。

　

協
議
員
か
ら
、「
雨
樋
の
修
理
は
別
途
会
計
の
庁
舎
管
理
資
金
積
立
会
計
か
ら
支
出
す
べ

き
だ
」
と
の
質
問
が
あ
り
、
今
後
検
討
す
る
事
と
な
っ
た
。

　

議
事
終
了
後
そ
の
他
の
事
項
で
、
支
部
再
編
の
状
況
の
質
問
が
あ
り
、
小
野
総
務
部
長
が
、

「
現
在
ま
で
の
経
緯
と
、
臨
時
総
務
委
員
を
委
嘱
し
て
鋭
意
作
業
を
進
め
て
お
り
、
支
部
長

会
や
協
議
員
会
に
提
出
で
き
る
案
が
纏
ま
り
次
第
報
告
す
る
。」
と
の
回
答
を
行
っ
た
。

平成19年度決算を可決
（平成20年臨時協議員会）
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平成19年度
岡 山 県 神 社 庁

一般会計歳入歳出決算書
（平成19年7月1日～平成20年6月30日）

歳入総額 138,616,244円
歳出総額 113,177,661円
差引残高 25,438,583円

歳 入 の 部 (単位 :円)
科　　　　　目 予　算　額 決　算　額 差　　　異

Ⅰ　 神 饌 及 幣 帛 料 1,250,000 1,320,000 △70,000
１　 本 庁 幣 600,000 627,000 △27,000
２　 神 饌 及 初 穂 料 650,000 693,000 △43,000

Ⅱ　 財 産 収 入 20,000 40,295 △20,295
Ⅲ　 負 担 金 36,920,000 36,888,430 31,570
１　 神 社 負 担 金 25,844,000 25,827,320 16,680
２　 神 職 負 担 金 9,230,000 9,218,060 11,940
３　 支 部 負 担 金 1,846,000 1,843,050 2,950

Ⅳ　 交 付 金 67,695,000 67,967,860 △272,860
１　 本 庁 交 付 金 1,400,000 1,632,000 △232,000
２　 神宮神徳宣揚費交付金 66,000,000 66,000,000 0
３　 本 庁 補 助 金 295,000 335,860 △40,860

Ⅴ　 寄 付 金 3,100,000 3,345,000 △245,000
１　 神 社 特 別 寄 贈 金 3,000,000 3,195,000 △195,000
２　 寄 付 金 100,000 150,000 △50,000

Ⅵ　 諸 収 入 1,560,000 3,260,219 △1,700,219
１　 表 彰 金 50,000 95,000 △45,000
２　 預 金 利 子 10,000 47,004 △37,004
３　 申 請 料・ 任 命 料 1,100,000 963,000 137,000
４　 雑 収 入 400,000 2,155,215 △1,755,215

Ⅶ　 繰 入 金 3,960,000 4,110,000 △150,000
当 期 歳 入 合 計 114,505,000 116,931,804 △2,426,804

前 期 繰 越 金
16,000,000

21,684,440
△5,684,440

(21,684,440) (0)

歳 入 合 計
130,505,000

138,616,244
△8,111,244

(136,189,440) (△2,426,804)

歳 出 の 部 (単位 :円)
科　　　　　目 予　算　額 決　算　額 差　　　異

Ⅰ　 幣 帛 料
3,050,000

2,993,000
57,000

(3,053,500) (60,500)

１　 本 庁 幣
2,250,000

2,253,500
△3,500

(2,253,500) (0)
２　 神 社 庁 幣 800,000 739,500 60,500

Ⅱ　 神 事 費 400,000 397,405 2,595

Ⅲ　 事 務 局 費
33,150,000

32,267,734
882,266

(35,830,000) (3,562,266)
１　 表 彰 並 び に 儀 礼 費 1,000,000 835,343 164,657
（１ 各 種 表 彰 費） 600,000 522,943 77,057
（２ 慶 弔 費） 400,000 312,400 87,600
２　 会 議 費 300,000 177,076 122,924
３　 役 員 関 係 費 2,000,000 1,801,310 198,690
（１ 役 員 報 酬） 1,280,000 1,280,000 0
（２ 教 誨 師 関 係 費） 500,000 301,310 198,690
（３ 視 察 研 修 費） 100,000 100,000 0
（４ 地 区 会 議 関 係 費） 120,000 120,000 0

４　 給料及び福利厚生費
16,500,000

17,992,379
△1,492,379

(20,000,000) (2,007,621)

（１ 給 料）
8,600,000

9,686,238
△1,086,238

(10,150,000) (463,762)

（２ 諸 手 当）
4,900,000

5,666,928
△766,928

(6,350,000) (683,072)

（３ 各 種 保 険 料）
2,800,000

2,555,475
244,525

(3,100,000) (544,525)

（４ 職 員 厚 生 費）
200,000

83,738
116,262

(400,000) (316,262)

科　　　　　目 予　算　額 決　算　額 差　　　異

５　 庁 費
5,300,000

5,327,176
△27,176

(5,980,000) (652,824)
（１ 備 品 費） 300,000 224,500 75,500

（２ 図 書 印 刷 費）
650,000

679,187
△29,187

(830,000) (150,813)
（３ 消 耗 品 費） 1,250,000 1,293,909 △43,909
（４ 水 道 光 熱 費） 1,100,000 977,158 122,842
（５ 通 信 運 搬 費） 1,200,000 1,129,360 70,640

（６ 傭 人 費）
100,000

505,500
△405,500

(600,000) (94,500)
（７ 雑 費） 700,000 517,562 182,438
６　 交 際 費 1,200,000 1,136,970 63,030
７　 旅 費 4,700,000 4,517,010 182,990
８　 維 持 管 理 費 650,000 480,470 169,530

９　 派 遣 費
1,500,000

0
1,500,000

(0) (0)

Ⅳ　 指 導 奨 励 費
8,985,000

8,201,266
783,734

(9,435,000) (1,233,734)
１　 教 化 事 業 費 5,490,000 4,440,002 1,049,998
（１ 教 化 費） 290,000 259,920 30,080
（２ 広 報 費） 2,000,000 1,476,429 523,571
（３ 事 業 費） 950,000 802,156 147,844
（４ 神 宮 奉 賛 費） 1,450,000 1,445,080 4,920
（５ 育 成 費） 800,000 456,417 343,583
２　 神 社 庁 研 修 所 費 1,300,000 1,331,852 △31,852
（１ 研 修 費） 1,000,000 691,852 308,148
（２ 研 修 奨 励 費） 300,000 640,000 △340,000
３　 祭 祀 研 究 費 305,000 221,798 83,202

４　 各 種 補 助 金
1,890,000

2,207,614
△317,614

(2,340,000) (132,386)
（１ 神 青 協 補 助 金） 550,000 550,000 0
（２ 氏 青 協 補 助 金） 100,000 100,000 0
（３ 県 教 神 協 補 助 金） 100,000 100,000 0
（４ 女 子神職会補助金） 200,000 200,000 0
（５ 県 敬 婦 連 補 助 金） 130,000 130,000 0
（６ 神 楽 部 補 助 金） 100,000 100,000 0
（７ 作 州 神 楽 補 助 金） 30,000 30,000 0
（８ 支部長懇話会補助金） 250,000 250,000 0
（９ 神宮大祭派遣補助金） 30,000 30,000 0

（10 神 職 養 成 補 助 金）
400,000

567,614
△167,614

(700,000) (132,386)

（11 地 区 大 会 援 助 金）
0

150,000
△150,000

(150,000) (0)
Ⅴ　 各 種 積 立 金 6,160,000 6,160,000 0
１　 職員退職給与積立金 1,000,000 1,000,000 0
２　 正副庁長退任慰労金積立金 160,000 160,000 0
３　 次期式年遷宮準備金 3,000,000 3,000,000 0
４　 災 害 見 舞 金 積 立 金 2,000,000 2,000,000 0

Ⅵ　 神 社 関 係 者 大 会 費 600,000 502,443 97,557
Ⅶ　 負 担 金 22,055,000 21,709,120 345,880
１　 本庁災害慰謝負担金 55,000 53,950 1,050
２　 本 庁 負 担 金 5,500,000 5,395,000 105,000
３　 本 庁 特 別 納 付 金 13,550,000 13,433,040 116,960
４　 支 部 負 担 金 報 奨 費 2,950,000 2,827,130 122,870

Ⅷ　 渉 外 費 620,000 504,500 115,500
１　 友 好 団 体 関 係 費 300,000 303,000 △3,000
２　 時 局 対 策 費 100,000 10,500 89,500
３　 同 和 対 策 費 120,000 91,000 29,000
４　 神 政 連 関 係 費 100,000 100,000 0

Ⅸ　 神宮神徳宣揚費交付金 34,430,000 34,430,000 0
Ⅹ　 大 麻 頒 布 事 業 関 係 費 6,350,000 6,012,193 337,807
１　 頒 布 事 務 費 750,000 526,576 223,424
２　 頒 布 事 業 奨 励 費 5,600,000 5,485,617 114,383

Ⅺ　 予 備 費
14,705,000

0
14,705,000

(17,255,940) (17,255,940)

当 期 歳 出 合 計
130,505,000

113,177,661
17,327,339

(136,189,440) (23,011,779)
次 期 繰 越 金 0 25,438,583 △25,438,583

歳 出 合 計
130,505,000

138,616,244
△8,111,244

(136,189,440) (△2,426,804)
注１　差異は、決算額が予算額に比し、超過した場合△で表示する。
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か
」で
お
お
い
に
悩
ん
で
い
ま
し
た
が
、

平
成
十
一
年
四
月
〜
平
成
十
三
年
三
月

ま
で
、
奇
し
く
も
『
Ｎ
Ｈ
Ｋ
ラ
ジ
オ
深

夜
便
』
と
云
う
ラ
ジ
オ
番
組
の
中
の
一

コ
マ
「
日
本
列
島
暮
ら
し
の
便
り
」
の

レ
ポ
ー
タ
ー
と
し
て
出
演
す
る
機
会
に

恵
ま
れ
ま
し
た
。
幸
い
小
生
の
毎
回
の

レ
ポ
ー
ト
「
地
域
の
便
り
」
は
、
全
国

各
地
の
リ
ス
ナ
ー
の
人
々
か
ら
好
評
を

博
し
、
牛
窓
神
社
を
訪
れ
る
人
達
の
数

が
増
え
、
全
国
的
な
崇
敬
の
念
が
盛
り

上
が
っ
て
参
り
ま
し
た
。
即
ち
、
全
国

の
熱
心
な
牛
窓
神
社
の
フ
ァ
ン
の
為
、

神
社
か
ら
の
情
報
発
信
の
必
要
性
が

愈
々
高
ま
っ
た
の
で
あ
り

ま
す
。

　

や
が
て
よ
う
や
く
機
が

熟
す
る
処
と
成
り
、
当

時
の
総
代
会
長
山
本
光

穂
（
て
る
ほ
）
氏
の
肝

い
り
に
て
、
平
成
十

四
年
七
月
三
十
日
付

の
社
報
「
牛
窓
神
社

だ
よ
り
」
創
刊
号
が

呱
々
の
産
声
を
挙

げ
た
の
で
あ
り
ま

す
。
今
で
も
創
刊
号
を
手

に
す
る
時
、
感
激
の
思
い

が
湧
い
て
参
り
ま
す
。

　

こ
こ
で
特
筆
す
べ
き
事

が
有
り
ま
す
。
と
に
か
く

社
報
を
出
そ
う
と
小
生

が
決
断
し
た
原
動
力
は
、
実
に
岡
山
県

神
道
青
年
協
議
会
の
時
代
に
、
広
報
部

員
又
広
報
部
長
と
し
て
、
機
関
誌
「
岡

山
神
青
」
の
編
集
に
携
わ
っ
た
珠
玉
の

経
験
が
大
き
か
っ
た
事
で
す
。
コ
ン

ピ
ュ
ー
タ
ー
に
よ
る
編
集
が
ま
だ
夢
で

あ
っ
た
頃
、
写
真
や
記
事
を
ハ
サ
ミ
で

切
り
、
糊
で
貼
り
付
け
て
の
編
集
作
業

が
、
い
つ
の
間
に
か
身
に
付
い
て
い
た

の
で
す
。

　

平
成
十
四
年
の
創
刊
号
か
ら
、
平
成

十
九
年
の
第
十
一
号
ま
で
は
、
Ａ
４
判

の
大
型
一
枚
紙
に
両
面
印
刷
の
二
頁
立

て
で
あ
り
ま
し
た
が
、
神
社
の
行
事
が

活
性
化
す
る
に
伴
っ
て
、
記
事
の
内

容
が
豊
富
に
成

　

牛
窓
神
社
の
宮
司
拝
命
以
来
、
早
く

も
満
三
十
年
。「
社
報
」
の
発
刊
は
、

実
に
宮
司
と
し
て
の
当
初
か
ら
の
悲
願

で
あ
っ
た
が
、
種
々
の
紆
余
曲
折
が
有

り
、
な
か
な
か
実
現
で
き
ま
せ
ん
で
し

た
。

　

そ
の
間
、
各
地
の
神
社
へ
正
式
参
拝

を
重
ね
る
度
毎
に
、
大
多
数
の
神
社
で

個
性
豊
か
な
「
社
報
」
が
発
刊
さ
れ
て

い
る
事
を
知
り
、「
い
つ
の
日
に
か
我

も
そ
れ
に
続
か
ん
」
と
情
熱
を
燃
や
す

事
し
き
り
で
し
た
。

　

な
か
な
か
発
刊
に
踏
み
切
れ
な
か
っ

た
理
由
は
次
の
通
り
で
あ
り
ま
す
。

一
、 

一
度
発
刊
し
た
ら
、
継
続
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
く
な
る
事

二
、 

写
真
の
保
存
、
記
事
の
作
成
等
宮

司
の
負
担
に
拍
車
が
か
か
る
こ
と

三
、 

年
二
回
の
発
刊
な
れ
ど
、
相
当
の

手
間
と
費
用
が
見
込
ま
れ
る
事

四
、 

何
よ
り
も
小
生
は
パ
ソ
コ
ン
が
全

く
使
え
な
い
事
（
実
際
、
今
現
在

で
も
殊
に
年
末
の
慌
た
だ
し
き
中

で
の
編
集
作
業
は
至
難
の
業
で
あ

り
ま
す
。）

　

右
の
如
き
状
況
の
中
、「
や
る
か
否

社
報
を
作
ろ
う

社
報
発
刊
よ
も
や
ま
話　

牛
窓
神
社
宮
司　

岡　

崎　

義　

弘

（
実
際
の
紙
面
は
神
社
庁
Ｈ
Ｐ
か
ら
ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド
で
き
ま
す
。）
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り
、
今
で
は
Ａ
４
判
六
頁
立
て
が
第
十

二
号
、
第
十
三
号
と
続
い
て
い
ま
す
。

（
写
真
参
照
）
頁
数
が
増
え
れ
ば
増
え

る
程
益
々
編
集
作
業
に
困
難
が
伴
い
ま

す
が
、
多
く
の
読
者
の
皆
様
の
反
響
が

大
き
い
事
に
気
を
良
く
し
て
頑
張
っ
て

い
ま
す
。

　

社
報
『
牛
窓
神
社
便
り
』
の
特
色
と

し
て
、
手
前
味
噌
に
な
り
ま
す
が
次
の

三
点
が
挙
げ
ら
れ
ま
す
。

一
、 

出
来
る
だ
け
写
真
を
多
く
載
せ
て

い
る
。

二
、 

写
真
の
解
説
文
を
、
ユ
ー
モ
ア
を

交
え
て
添
え
て
い
る
。

三
、 

歴
史
に
造
詣
の
深
い
、
地
元
の
若

手
の
郷
土
史
家
に
、
毎
回
牛
窓
神

社
に
ま
つ
わ
る
研
究
論
文
を
発
表

し
て
も
ら
い
、
こ
れ
が
専
門
家
か

ら
好
評
を
博
し
、
岡
山
県
立
図
書

館
で
の
有
料
貸
し
出
し
社
報
の
一

つ
と
成
っ
て
い
る
。（
尚
、
将
来

の
課
題
と
し
て
、
諸
事
情
が
許
せ

ば
、
オ
ー
ル
カ
ラ
ー
版
に
し
た
い

も
の
で
あ
り
ま
す
。）

　

さ
て
、
創
刊
号
か
ら
十
三
号
ま
で
誠

に
拙
い
出
来
映
え
な
が
ら
、
大
方
の
氏

子
崇
敬
者
の
皆
様
に
好
感
を
持
っ
て
読

ま
れ
て
い
る
も
の
と
自
負
し
て
お
り
ま

す
。

　

又
非
常
に
限
ら
れ
た
予
算
の
中
で
、

毎
回
岡
山
県
下
及
び
全
国
各
地
の
由
縁

の
人
達
に
約
百
部
を
送
付
さ
せ
て
い
た

だ
い
て
居
り
、（
も
ち
ろ
ん
宛
名
は
手

書
き
で
す
。）
力
強
い
手
応
え
を
毎
回

感
じ
て
い
ま
す
。

　

終
わ
り
に
当
た
り
、
ま
だ
「
社
報
」

未
発
刊
の
神
社
の
神
職
さ
ん
方
に
は
、

是
非
勇
断
を
持
っ
て
発
刊
に
漕
ぎ
つ
け

て
頂
き
た
い
も
の
で
す
。
コ
ン
ピ
ュ
ー

タ
ー
が
自
由
に
使
え
る
人
は
尚
更
で

す
。
大
切
な
事
は
、
や
る
気
と
情
熱
で

す
。
Ｉ
Ｔ
社
会
が
到
来
し
、
世
の
中
は

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
の
開
設
が
流
行
に
な
っ

て
い
ま
す
が
、「
手
作
り
社
報
」
の
発

行
ほ
ど
神
道
教
化
に
実
効
力
の
有
る
地

道
な
活
動
は
無
い
と
深
く
確
信
し
て
い

ま
す
。

メ
ー
ト
ル
、
幅
四
メ
ー
ト
ル
。

二
、
製
作
の
き
っ
か
け

　

一
言
で
い
え
ば
「
自
分
の
生
ま
れ

育
っ
た
神
社
に
一
人
で
も
多
く
の
人
に

参
拝
し
て
も
ら
い
た
い
。」
と
言
う
こ

と
で
す
。
発
想
は
家
内
安
全
の
安
全
は

無
事
―
無
事
は
丸
―
丸
は
輪
と
な
り
、

こ
の
地
方
は
四
方
が
山
に
囲
ま
れ
、
神

社
に
関
す
る
も
の
で
は
山
々
や
境
内
に

青
々
と
茂
る
杉
が
あ
る
か
ら
で
し
た
。

三
、
設
置
方
法

　

現
在
は
年
間
行
事
の
一
つ
に
な
っ
て

い
ま
す
が
、
ワ
ラ
を
巻
く
芯
や
、
杉
の

葉
の
調
達
な
ど
最
初
は
大
変
で
し
た
。

今
は
事
前
に
ワ
ラ
と
杉
の
葉
を
準
備

（
こ
の
作
業
が
大
変
）
し
て
当
日
は
役

員
、
総
代
等
が
和
気
あ
い
あ
い
の
中
、

三
時
間
余
り
で
出
来
上
が
り
ま
す
。
大

雪
で
山
に
入
れ
な
か
っ
た
年
、
台
風
で

木
々
が
な
ぎ
倒
さ
れ
た
年
も
あ
り
ま
し

た
が
、十
年
近
く
毎
年
行
っ
て
い
ま
す
。

四
、
効　
　

果

　

雪
を
か
ぶ
っ
た
「
無
事
す
ぎ
の
輪
」

は
特
に
美
し
く
、「
気
持
ち
が
い
い
ネ
」

と
の
氏
子
さ
ん
の
声
が
聞
こ
え
た
り
、

帰
省
し
た
人
が
家
族
で
参
拝
し
、
輪
を

く
ぐ
り
縁
起
物
や
お
守
り
な
ど
楽
し
そ

う
に
受
け
る
姿
も
目
に
す
る
よ
う
に
な

り
ま
し
た
。

五
、
結　
　

び

　

残
念
な
が
ら
せ
っ
か
く
掲
載
の
機
会

を
与
え
て
い
た
だ
き
ま
し
た
が
、
氏
子

地
域
外
か
ら
の
参
拝
者
の
増
加
を
み
た

と
は
言
い
難
い
で
す
。

　

数
年
先
の
様
子
が
わ
か
る
よ
う
な
村

の
氏
神
さ
ま
で
は
あ
り
ま
す
が
、
氏
子

（
七
十
戸
余
）
の
物
心
両
面
精
一
杯
の

協
力
に
よ
り
祭
典
奉
仕
な
ど
は
粛
々
と

行
っ
て
お
り
、
ま
た
、
同
級
生
や
友
人

等
の
支
え
も
あ
り
、
県
北
の
山
村
か
ら

も
氏
子
と
共
に
神
宮
参
拝
も
行
っ
て
い

ま
す
。

　

神
社
存
亡
の
危
機
、
神
社
界
の
岐
路

と
も
い
え
る
今
、
私
如
き
の
少
々
の
ア

イ
デ
ア
で
は
ど
う
に
も
な
ら
な
い
厳
し

さ
を
実
感
し
て
い
ま
す
。

一
、「
無
事
す
ぎ
の
輪
」
の
概
要

　

行
く
年
、
来
る
年
、
無
事
〝
す
ぎ
〞

ま
す
よ
う
に
と
願
い
を
込
め
て
、
ワ
ラ

を
束
ね
て
ア
ー
チ
状
に
し
た
骨
組
み
に

杉
の
枝
を
次
々
に
差
し
込
ん
だ
こ
ん
も

り
し
た
緑
の
輪
で
、
大
き
さ
は
高
さ
三

ア
イ
デ
ア
神
職
の
奮
闘
記

「
無
事
す
ぎ
の
輪
」

　
　

見
明
戸
八
幡
神
社

 

宮
司　

佐　

伯　

正　

禮
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拝
殿
前
に
は
四
本
柱
の
立
派
な
向
拝

が
急
傾
斜
地
の
際
に
立
っ
て
お
り
、
左

右
の
廻
廊
か
ら
参
拝
す
る
よ
う
に
な
っ

て
い
た
が
、
社
殿
前
の
松
枯
れ
に
よ
る

根
の
腐
り
と
、
傾
斜
地
の
崩
落
に
よ
り

徐
々
に
地
盤
沈
下
、
昭
和
四
十
二
年
七

月
の
集
中
豪
雨
で
遂
に
崩
壊
し
た
。
以

来
雨
天
の
参
拝
時
に
は
傘
を
差
し
た
ま

ま
と
い
う
不
自
由
を
永
年
参
拝
者
に
さ

せ
て
き
た
。

　

地
元
水
島
の
企
業
も
景
気
の
良
か
っ

た
平
成
十
七
年
、
総
代
を
は
じ
め
地
元

の
気
運
が
高
ま
り
、「
幣
拝
殿
屋
根
改

修
並
び
に
向
拝
復
元
工
事
」
に
向
け
て

ス
タ
ー
ト
を
切
っ
た
の
で
あ
る
。
同
年

数
社
に
見
積
を
依
頼
、各
社
付
帯
工
事
、

考
え
方
の
違
い
で
額
の
大
小
も
あ
っ
た

が
、
総
代
な
ど
の
「
大
き
な
違
い
が
な

い
な
ら
地
元
業
者
で
」
と
の
意
見
で
、

地
元
の
元
請
け
と
決
ま
っ
た
。

　

平
成
十
八
年
に
は
募
財
活
動
が
始

ま
っ
た
。
当
初
快
調
に
思

え
た
募
財
で
あ
っ
た
が
、

相
次
い
で
地
元
寺
社
が 

改
築
計
画
等
を
発
表
し
た

た
め
に
、
寄
進
状
況
に
影

響
が
出
た
。
だ
が
、
そ
こ

は
由
緒
あ
る
崇
敬
神
社
、

地
元
有
力
者
の
口
添
え
、

代
々
の
有
力
崇
敬
者
、
企

業
を
始
め
地
元
崇
敬
者
の

力
で
、
当
初
の
目
標
金
額

四
千
万
円
か
ら
最
終
的
に
は
六
千

万
円
を
超
え
る
寄
進
が
達
成
で
き

た
。
中
に
は
五
百
円
と
い
う
寄
進

も
あ
っ
た
が
、
約
束
通
り
芳
名
板

に
は
全
て
載
せ
た
。

　

平
成
十
八
年
十
一
月
、
安
全

祈
願
祭
、
着
工
と
な
り
工
事
が

始
ま
っ
た
。
車
道
が
狭
く
大
き

な
車
両
が
入
ら
な
い
た
め
、
足
場

を
は
じ
め
材
料
の
持
ち
込
み
に
苦

労
し
た
。
地
元
元
請
け
で
は
あ
る

が
、
大
工
は
多
度
津
か
ら
で
、
総

代
の
持
つ
社
宅
に
居
住
し
、
昼
食

は
一
々
山
を
下
り
て
食
べ
て
い

た
。
正
月
、
桜
祭
と
参
拝
の
多
い

時
期
を
挟
ん
だ
た
め
、
そ
の
時
期

に
は
参
拝
し
や
す
い
よ
う
舞
台
を

組
ん
だ
り
、
足
場
を
変
更
し
た
り

と
い
っ
た
苦
労
も
あ
っ
た
。
し
か
し
参

拝
の
様
子
を
施
工
者
が
見
る
こ
と
が
で

き
、
拝
殿
前
の
木
製
階
段
を
実
際
に
使

え
る
幅
に
変
更
出
来
た
こ
と
は
良
か
っ

た
点
で
あ
る
。

　

平
成
十
九
年
四
月
十
二
日
向
拝
棟
上

げ
、
屋
根
葺
き
作
業
も
本
格
化
す
る
の

で
あ
る
が
、
こ
こ
で
葺
師
が
体
調
を
崩

し
、
最
終
的
に
は
九
州
か
ら
葺
師
を
呼

ん
で
事
な
き
を
得
た
。
し
か
し
こ
の
こ

と
で
工
事
は
遅
れ
、
七
月
完
成
予
定
が

結
局
、
九
月
二
十
六
日
竣
工
奉
告
祭
と

相
成
っ
た
。
約
九
十
名
の
参
列
を
得
、

餅
撒
き
、
又
わ
ざ
わ
ざ
山
口
県
か
ら
の

奏
楽
朝
日
舞
の
奉
納
も
あ
り
、
賑
や
か

に
祝
っ
た
。

　

昭
和
四
十
二
年
以
前
の
四
本
柱
の
大

き
な
向
拝
か
ら
は
、
二
本
柱
と
な
り
面

積
は
減
っ
た
が
、
高
さ
も
形
も
立
派
な

「
前
垂
れ
向
拝
下
大
唐
破
風
造
り
」
で

あ
る
。
以
前
の
三
分
の
二
の
突
き
出
し

量
で
あ
る
が
、
こ
れ
は
目
前
の
急
傾
斜

地
を
考
慮
し
た
結
果
限
界
で
あ
っ
た
。

崩
壊
し
た
当
時
か
ら
大
切
に
保
存
し
て

き
た
彫
り
物
、
方
位
板
も
新
し
い
向
拝

に
取
り
付
け
ら
れ
、
風
格
を
増
し
て
い

る
。
廻
廊
床
面
、石
段
も
手
直
し
さ
れ
、

歩
き
や
す
く
な
っ
た
。

第十三回 こ
だ
わ
り
の
社

箆取神社
（倉敷市連島町西之浦）

　

倉
敷
市
は
連
島
の
小
高
い
山
の
上

に
、
ち
ょ
う
ど
高
梁
川
の
河
口
を
見
下

ろ
す
か
の
よ
う
に
箆
取
神
社
は
鎮
座
し

て
い
る
。
正
面
の
石
段
の
参
道
と
は
別

に
細
い
急
坂
の
車
道
も
あ
る
が
、
途
中

で
切
り
返
し
が
必
要
な
厳
し
い
坂
で
あ

る
。
記
録
に
よ
る
と
「
創
建
の
年
代
は

不
詳
、
天
武
天
皇
の
頃
に
は
と
も
あ
る

が
、
江
戸
時
代
に
は
成

羽
藩
主
を
は
じ
め
地
方

有
力
者
の
崇
敬
が
篤

く
、
立
派
な
社
殿
と
共

に
県
下
一
」
と
あ
る
。

廻
廊
に
も
往
時
の
隆
盛

ぶ
り
を
見
て
取
る
こ
と

が
出
来
る
。
今
で
も
当

時
か
ら
続
く
崇
敬
者
に

護
ら
れ
た
崇
敬
神
社
で

あ
る
。
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平
成
十
八
年
、
笹
井
庁
長
・
河
本
・

新
庄
副
庁
長
が
就
任
し
、
神
社
庁
の
組

織
の
改
変
を
図
り
ま
し
た
。
一
年
間
協

議
し
、
十
九
年
か
ら
新
組
織
の
も
と
、

各
委
員
会
・
研
修
企
画
室
が
発
足
し
ま

し
た
。
当
財
務
委
員
会
に
は
、
三
つ
の

命
題
が
下
さ
れ
ま
し
た
。

一 

、
伊
勢
神
宮
式
年
遷
宮
奉
賛
に
つ
い

て
二
、
経
費
削
減
・
経
費
の
適
正
な
支
出

三
、
負
担
金
の
是
正
に
つ
い
て

で
す
。

一 

、
伊
勢
神
宮
式
年
遷
宮
奉
賛
に
つ
い

て
は
、
募
金
目
標
額
二
億
四
千
五
百

万
円
の
内
、
支
部
依
頼
額
一
億
六
千

万
を
各
支
部
で
按
分
し
、
神
社
の
氏

子
割
で
の
額
を
お
願
い
し
ま
し
た
。

二 

、
経
費
削
減
・
適
正
な
支
出
に
つ
い

て
は
、
神
社
庁
事
務
局
の
経
費
・
職

員
の
給
与
体
系
・
別
途
積
立
金
の
整

備
等
を
図
り
ま
し
た
。

　

 　

中
で
も
給
与
は
、
職
員
も
一
人
増

え
ま
し
た
が
、
低
く
抑
え
ら
れ
て
い

ま
す
。
将
来
に
向
け
て
の
見
直
し
が

必
要
で
す
。

　
 　

ま
た
、
庁
長
・
副
庁
長
三
名
の
役

員
報
酬
も
、
そ
の
役
割
に
お
け
る
報

酬
と
し
て
は
低
額
で
す
。
ボ
ラ
ン

テ
ィ
ア
の
域
を
は
る
か
に
超
え
、
役

職
者
へ
の
寄
付
金
の
依
頼
も
多
々
あ

り
ま
す
の
で
、
見
直
し
ま
し
た
。

　

 　

各
委
員
会
・
企
画
室
等
の
活
動
は
、

組
織
が
改
変
さ
れ
、
あ
る
程
度
従
来

の
予
算
組
み
を
図
り
ま
し
た
。
特
に

教
化
委
員
会
は
四
部
会
に
分
か
れ
、

活
発
に
活
動
し
て
い
る
部
会
で
す
の

で
予
算
請
求
通
り
と
し
ま
し
た
。

　

 　

各
委
員
会
の
経
費
に
つ
い
て
今
後

さ
ら
に
検
討
し
、
事
務
費
等
の
経
費

の
チ
ェ
ッ
ク
機
能
を
強
化
し
た
い
と

思
い
ま
す
。

　

 　

ま
た
、
特
別
寄
贈
金
に
つ
い
て

は
、
寄
贈
金
神
社
へ
今
期
か
ら
神
社

庁
幣
と
し
て
の
供
進
を
取
り
止
め
ま

委
員
会
は
ど
ん
な
活
動
を
し
て
い
る
の
？

神
社
庁
に
は
四
つ
の
委
員
会
が
あ
り
、
そ
れ
ぞ
れ
特
色
あ
る
活
動
を

行
っ
て
い
る
が
、
そ
の
内
容
に
つ
い
て
、
各
委
員
長
に
前
号
と
今
号
の

二
回
に
わ
た
っ
て
報
告
し
て
い
た
だ
い
た
。

財
務
委
員
会

 

委
員
長　

佐
々
木　

講　

治

し
た
。

三 

、
負
担
金
は
、
平
成
十
六
年
負
担
金

賦
課
基
準
是
正
委
員
会
に
て
今
後
五

年
間
の
据
え
置
き
が
決
定
さ
れ
て
お

り
、
平
成
二
十
二
年
か
ら
新
た
な
負

担
金
と
な
り
ま
す
。
平
成
二
十
一
年

の
是
正
委
員
会
に
、
意
見
を
報
告
致

し
ま
す
。

　

今
夏
、
全
神
社
に
対
し
負
担
金
に
つ

い
て
の
ア
ン
ケ
ー
ト
を
お
願
い
し
ま
し

た
。
そ
の
デ
ー
タ
ー
を
基
に
検
討
さ
せ

て
頂
き
ま
す
。

　

神
社
庁
の
会
計
は
大
麻
の
交
付
金
約

六
千
六
百
万
円
と
負
担
金
約
三
千
六
百

万
円
か
ら
成
り
立
っ
て
い
ま
す
。
大
麻

の
交
付
金
が
減
少
す
れ
ば
負
担
金
に
比

重
が
掛
か
っ
て
き
ま
す
。

　

十
年
先
二
十
年
先
を
見
据
え
た
神
社

庁
の
運
営
の
た
め
、
健
全
な
財
務
を
め

ざ
し
て
検
討
を
重
ね
て
ま
い
り
ま
す
。

　

神
社
庁
の
組
織
、
機
構
改
編
に
伴
い

総
務
委
員
会
が
新
し
い
組
織
と
し
て
活

動
を
始
め
て
か
ら
一
年
半
が
経
過
し
ま

し
た
。
委
員
会
は
神
社
庁
庁
規
に
基
づ

き
、
神
社
庁
諸
施
策
の
研
究
、
推
進
、

又
神
社
庁
及
び
各
支
部
、
神
社
に
関
す

る
諸
問
題
解
決
の
方
策
を
講
ず
る
の
が

主
な
目
的
で
、
委
員
長
、
副
委
員
長
、

委
員
計
七
人
で
活
動
し
て
い
ま
す
。

　

今
年
度
に
委
員
会
で
協
議
決
定
し
た

事
項
、
ま
た
従
来
か
ら
継
続
し
て
検
討

し
て
い
る
問
題
を
報
告
い
た
し
ま
す
。

〇
神
社
庁
メ
ー
ル
連
絡
網
の
設
置

　

現
在
神
社
庁
か
ら
神
社
関
係
者
へ
の

連
絡
事
項
は
、
文
書
郵
送
や
Ｆ
Ａ
Ｘ
で

行
わ
れ
て
い
ま
す
が
、
支
部
に
よ
っ
て

は
全
て
の
事
項
が
伝
達
さ
れ
て
い
な
い

と
も
聞
い
て
い
ま
す
。
又
神
社
関
係
者

の
訃
報
な
ど
は
末
端
関
係
者
に
通
知
さ

れ
る
迄
に
時
間
が
か
か
り
、
或
い
は
支

部
の
判
断
で
伝
達
さ
れ
な
い
場
合
も
あ

り
ま
す
。
こ
の
た
め
委
員
会
で
は
従
来

の
文
書
、Ｆ
Ａ
Ｘ
連
絡
方
法
に
加
え
て
、

普
及
し
て
い
る
携
帯
電
話
の
メ
ー
ル
機

能
を
活
用
し
、
関
係
者
に
直
接
配
信
す

る
こ
と
で
状
況
の
改
善
、
事
務
の
迅
速

完
全
化
、
通
信
経
費
の
削
減
を
図
る
神

社
庁
メ
ー
ル
連
絡
網
（
略
称
神
社
メ
ー

ル
）
の
設
置
を
決
定
し
ま
し
た
。

　

具
体
的
に
は
岡
山
市
内
の
会
社
が
開

発
し
た
「
Ｕ
Ｓ
Ａ
Ｇ
Ｉ
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ

（
携
帯
メ
ー
ル
連
絡
ツ
ー
ル
）」
を
利
用

し
、
登
録
し
た
神
社
関
係
者
の
携
帯
電

話
や
パ
ソ
コ
ン
に
、
神
社
庁
や
支
部
か

総
務
委
員
会

 

委
員
長　

小　

野　

泰　

道
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ら
の
連
絡
事
項
、
情
報
を
直
接
配
信
す

る
も
の
で
、
一
度
に
多
人
数
へ
の
送
信

が
可
能
で
す
。
経
費
は
神
社
庁
が
負
担

し
ま
す
。既
に
十
二
月
に
契
約
を
完
了
、

十
二
月
五
日
に
は
、
各
支
部
や
委
員
会

の
担
当
者
を
対
象
と
し
た
説
明
会
を
開

き
ま
し
た
。
体
制
が
整
い
次
第
こ
の
一

月
か
ら
運
用
を
開
始
す
る
方
針
で
す
。

〇
再
編
成
を
含
む
支
部
問
題

　

こ
の
問
題
は
か
な
り
以
前
か
ら
話
題

と
な
り
、
具
体
的
に
は
平
成
十
七
年
半

ば
か
ら
神
社
庁
で
も
大
き
な
テ
ー
マ
と

な
り
始
め
ま
し
た
。
山
口
県
が
早
々
と

支
部
合
併
を
実
現
し
、
広
島
県
も
検
討

中
と
い
う
こ
と
で
、
総
務
委
員
会
へ
庁

長
か
ら
検
討
要
請
が
あ
り
、
十
八
年
に

入
り
、
岡
山
県
で
も
支
部
長
懇
話
会
や

役
員
会
で
、
支
部
問
題
の
話
し
合
い
や

意
見
交
換
が
行
わ
れ
、
現
在
に
至
っ
て

い
ま
す
。
神
社
庁
で
は
現
在
神
宮
式
年

遷
宮
奉
賛
の
重
要
な
時
期
に
あ
り
、
総

務
委
で
は
あ
せ
ら
ず
具
体
的
な
方
向
を

描
き
な
が
ら
協
議
を
続
け
て
お
り
ま

す
。
県
下
の
農
山
間
地
域
は
過
疎
化
、

少
子
化
、
老
齢
化
が
急
速
に
進
み
、
神

社
を
取
り
巻
く
環
境
は
悪
化
し
、
少

数
氏
子
の
神
社
は
特
に
厳
し
い
状
態
と

な
っ
て
い
ま
す
。
更
に
市
町
村
合
併
に

よ
る
行
政
単
位
と
支
部
の
枠
組
み
に
差

異
が
生
じ
、
格
差
を
増
し
て
い
ま
す
。

神
職
が
少
な
い
支
部
で
は
役
職
を
カ

バ
ー
す
る
だ
け
の
人
員
が
な
く
、
役
職

を
重
複
し
た
り
、
総
代
さ
ん
の
手
を
借

り
る
な
ど
苦
労
し
て
い
る
の
が
現
実
で

す
。

　

総
務
委
で
は
、
こ
う
し
た
厳
し
い
状

況
を
踏
ま
え
て
、
県
下
各
支
部
の
置
か

れ
て
い
る
現
状
を
原
点
と
し
て
、
今
後

の
支
部
の
在
り
方
、
明
る
さ
の
あ
る
展

望
、
将
来
像
を
さ
ぐ
っ
て
行
く
方
針
で

す
。

　

こ
の
線
に
沿
い
各
支
部
か
ら
の
情

報
、
問
題
点
、
意
見
を
得
る
た
め
、
三

人
の
支
部
長
さ
ん
を
臨
時
総
務
委
員
と

し
て
委
嘱
し
ま
し
た
。
今
後
副
庁
長
を

加
え
た
委
員
会
で
、〝
支
部
問
題
〞
協

議
の
密
度
を
あ
げ
て
行
き
た
い
と
思
っ

て
い
ま
す
。

　

未
だ
支
部
長
会
、
協
議
員
会
な
ど
に

報
告
あ
る
い
は
提
示
出
来
る
状
況
に
は

至
っ
て
い
ま
せ
ん
が
、
近
い
将
来
こ
の

問
題
で
広
く
協
議
い
た
だ
く
こ
と
に
な

る
と
思
い
ま
す
。

　

吉
備
津
彦
神
社
の
御
田
植
祭
は
、
毎

年
八
月
二
日
、
三
日
の
二
日
間
に
亘
り

行
わ
れ
る
。「
御
田
植
祭
」
は
正
し
く

は
、「
お
ん
だ
う
え
さ
い
」
と
言
い
、

県
指
定
無
形
民
俗
文
化
財
に
な
っ
て
い

る
。
ま
た
、『
備
前
一
宮
御
神
事
之
絵

巻
物
』（「
紙
本
淡
彩
神
事
絵
巻
」
と
言

う
名
称
で
県
重
要
文
化
財
に
指
定
さ
れ

て
い
る
。）
に
六
月
二
十
八
日
う
ゑ
め

の
御
神
事
と
し
て
出
て
い
る
。
そ
の
絵

巻
物
は
文
明
年
中
（
一
四
六
九
〜
一
四

八
六
年
）
に
作
ら
れ
た
も
の
と
見
ら
れ

て
い
る
。
ま
た
、
南
北
朝
の
初
め
康
永

元
年
（
一
三
四
二
年
）
六
月
二
十
八
日

の
古
文
書
『
一
宮
社
法
』
に
「
六
月
二

十
八
日
の
祭
」
と
し
て
国
守
か
ら
の
献

納
品
、
お
幡
の
作
り
方
や
献
進
者
の
事

等
詳
し
く
記
さ
れ
て
い
る
。
旧
暦
の
六

月
二
十
八
日
は
現
在
（
新
暦
）
で
七
月

末
〜
八
月
初
め
頃
に
な
る
の
で
、
古
く

に
も
普
通
田
植
え
を
す
る
時
期
よ
り
随

分
遅
い
時
期
に
当
社
の
御
田
植
祭
は
行

わ
れ
て
い
る
。
御
神
事
之
絵
巻
物
に
は

現
在
も
行
っ
て
い
る
「
御
斗
代
祭
」（
み

特
殊
神
事
部
会
報
告

第
八
回

吉
備
津
彦
神
社
の
御
田
植
祭

吉
備
津
彦
神
社 

宮
司　

守
分
清
身

と
し
ろ
さ
い
）
と
「
御
幡
献
納
祭
」（
お

は
た
け
ん
の
う
さ
い
）
の
神
事
が
説
明

入
り
で
わ
か
り
や
す
く
描
か
れ
て
い

る
。
御
田
植
祭
の
起
源
は
稲
作
農
耕
の

起
源
ま
で
遡
る
も
の
で
あ
ろ
う
が
、
民

俗
行
事
と
し
て
年
中
行
事
化
す
る
の
は

平
安
朝
期
か
ら
で
は
な
い
か
と
見
ら
れ

る
。
当
社
に
は
「
稲
作
農
耕
並
び
に
製

鉄
の
技
が
南
方
か
ら
、
ま
ず
当
地
、
当

社
に
伝
わ
り
、
こ
こ
か
ら
ま
た
日
本
全

国
に
伝
わ
り
広
ま
っ
て
行
っ
た
。」
と

い
う
言
い
伝
え
が
あ
る
。

　

現
在
、御
田
植
祭
の
神
事
と
し
て
は
、

八
月
二
日
午
後
六
時
か
ら
「
厄
神
祭
」

（
や
く
じ
ん
さ
い
）
が
最
初
に
行
わ
れ
、

次
に
午
後
九
時
か
ら
「
本
殿
祭
」（
ほ

ん
で
ん
さ
い
）、
続
い
て
午
後
十
時
頃

か
ら
「
御
斗
代
祭
」
が
行
わ
れ
る
。
そ

し
て
、
翌
日
八
月
三
日
午
前
十
時
か
ら

再
度
「
本
殿
祭
」
が
行
わ
れ
、
最
後
に

午
後
四
時
か
ら
「
御
幡
献
納
祭
」
が
行

わ
れ
る
。
最
初
の
「
厄
神
祭
」
は
茅
の

輪
く
ぐ
り
の
神
事
で
あ
り
、
社
殿
（
祭

文
殿
）
で
神
饌
を
供
え
、
祝
詞
を
奏
上

し
、
祭
典
の
後
、
祭
員
・
参
列
者
一
同

随
神
門
の
内
側
に
取
り
付
け
ら
れ
た
直

径
約
二
・
五
メ
ー
ト
ル
の
茅
輪
を
く
ぐ

る
。
最
初
随
神
門
の
正
面
か
ら
茅
輪
を

く
ぐ
り
左
を
回
り
正
面
に
戻
り
、
次
は

右
回
り
、
更
に
左
回
り
で
こ
の
神
事
は

終
了
す
る
。
そ
し
て
少
し
時
間
が
あ
い

て
午
後
九
時
か
ら
「
本
殿
祭
」
が
行
わ
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宮
司
祝
詞
を
奏
す
。
次
に
宮
司
玉
串
を

奉
り
拝
礼
す
。
次
か
ら
明
か
り
を
つ
け

て
、
参
列
者
玉
串
を
奉
り
拝
礼
し
、
次

に
田
舞
が
奉
納
さ
れ
る
。
こ
の
田
舞
は

古
く
か
ら
行
わ
れ
て
い
た
も
の
で
は
な

く
、
昭
和
六
年
に
香
取
神
宮
か
ら
大
手

宮
司
が
当
社
へ
転
任
し
、
香
取
神
宮
で

行
わ
れ
て
い
た
も
の
が
こ
の
「
本
殿

祭
」
に
取
り
入
れ
ら
れ
た
。
た
だ
し
当

社
の
田
舞
は
小
学
生
、
中
学
生
の
女
子

で
、
唄
方
三
人
、
舞
女
八
人
で
行
わ
れ

る
。
実
際
、
地
元
山
神
町
内
か
ら
優
先

的
に
選
ば
れ
、
小
学
三
年
生
か
ら
中
学

二
年
生
ま
で
の
女
子
で
行
わ
れ
て
い

る
。
唄
方
は
割
り
笏
を
手
に
し
て
調
子

を
と
り
な
が
ら
田
舞
唄
を
歌
う
。
こ
の

唄
に
合
わ
せ
八
人
の
舞
女
が
背
に
花
笠

を
負
い
、
手
に
御
苗
を
捧
げ
持
っ
て
舞

う
。
御
田
植
祭
の
最
も
基
本
的
な
要
素

を
な
す
御
苗
は
、
毎
年
神
社
近
く
の
氏

子
中
か
ら
世
襲
的
に
決
ま
っ
た
家
で
丹

誠
こ
め
て
作
ら
れ
、
八
月
一
日
に
神
社

に
献
納
さ
れ
る
。
尚
、
田
舞
の
唄
は
節

は
異
な
る
様
で
あ
る
が
、
唄
の
文
句
は

金
比
羅
宮
で
行
わ
れ
て
い
る
も
の
と
同

じ
で
あ
り
、
恐
ら
く
当
社
か
ら
昭
和
十

七
年
頃
、
久
世
宮
司
が
金
比
羅
宮
へ
転

任
し
移
さ
れ
た
も
の
で
は
な
い
か
と
言

わ
れ
て
い
る
。
田
舞
が
終
了
す
る
と
ま

た
明
か
り
を
消
し
て
神
饌
を
撤
し
、
宮

司
御
簾
を
垂
れ
、
本
座
に
復
す
。
次
に

宮
司
一
拝
し
、
こ
の
「
本
殿
祭
」
は
終

了
す
る
。
続
け
て
「
御
斗
代
祭
」
が
行

わ
れ
る
。
社
殿
前
方
南
北
の
神
池
に
あ

る
鶴
島
、
亀
島
の
岸
か
ら
（
本
殿
を
望

む
様
に
）
約
一
間
程
出
た
水
上
に
設
営

さ
れ
た
「
お
棚
」
と
言
わ
れ
る
一
間
四

方
の
二
つ
の
祭
場
で
二
人
の
斎
主
に
よ

り
行
わ
れ
る
。
お
棚
に
は
、
小
机
に
藁

菰
を
か
け
た
祭
段
が
設
け
ら
れ
、
橋
板

を
渡
し
て
あ
る
。
ま
ず
、
二
人
の
斎
主

に
よ
り
渡
殿
に
供
え
置
か
れ
て
い
た
御

苗
を
二
台
の
御
羽
車
に
そ
れ
ぞ
れ
三
本

ず
つ
移
す
。
そ
し
て
社
殿
内
で
両
「
お

棚
」
に
向
か
う
二
列
の
行
列
が
整
え
ら

れ
る
。
行
列
は
先
頭
に
提
灯
と
竹
箒
を

持
つ
先
払
二
人
、
提
灯
と
少
し
太
め
の

長
さ
二
・
五
メ
ー
ト
ル
程
の
青
竹
を
持

つ
警
衛
二
人
、
太
鼓
、
獅
子
の
小
学

生
男
子
五
人
（
太
鼓
担
ぎ
手
二
人
、
打

ち
手
一
人
、
獅
子
舞
の
獅
子
に
二
人
）、

鼻
高
面
付
榊
（
一
つ
が
猿
田
彦
、
一
つ

が
素
盞
嗚
命
の
面
が
付
い
て
い
る
。）

を
持
つ
二
人
。大
麻
を
持
つ
神
職
二
人
、

御
苗
と
御
幣
等
を
付
け
た
竹
を
三
本
差

し
立
て
た
御
羽
車
が
二
台
（
四
人
ず
つ

で
担
ぐ
）、神
饌
等
を
入
れ
た
辛
櫃
（
中

に
は
三
方
が
三
つ
、
五
穀
《
玄
米
、
玄

麦
、き
び
、大
豆
、粟
》。
酒
。
干
魚
《
す

る
め
三
枚
》。玉
串
が
一
本
）が
二
台（
二

人
ず
つ
で
担
ぐ
。）、
次
に
斎
主
二
人
、

次
に
祭
員
神
職
が
二
、
三
人
ず
つ
、
氏

子
総
代
、
一
般
参
列
者
と
言
う
順
に
二

列
に
な
っ
て
拝
殿
を
出
て
随
神
門
を
抜

け
正
面
参
道
を
進
み
、
両
池
に
あ
る
鶴

島
、
亀
島
へ
の
道
に
入
っ
て
行
く
所
で

れ
る
。「
本
殿
祭
」
と
言
っ
て
も
実
際

本
殿
の
御
扉
を
開
く
事
は
無
く
、
本
殿

手
前
の
渡
殿
に
神
饌
を
供
え
て
祭
典
を

行
う
。
こ
の
「
本
殿
祭
」
は
御
田
植
祭

中
心
の
神
事
と
言
え
る
「
御
斗
代
祭
」

に
先
立
っ
て
社
殿
に
お
い
て
行
う
祭
典

で
あ
る
。「
本
殿
祭
」
の
始
ま
る
前
に
、

御
苗
と
御
幣
と
榊
・
紙
垂
を
女
竹
に
付

け
た
も
の
を
六
本
作
り
、
お
祓
い
を
し

て
渡
殿
の
奥
の
左
右
の
案
に
三
本
ず
つ

供
え
置
く
。
修
祓
を
し
た
後
す
ぐ
社
殿

内
の
明
か
り
は
消
し
て
、
燈
台
の
蝋
燭

の
灯
り
の
み
の
薄
暗
い
中
で
祭
典
は
行

わ
れ
る
。
宮
司
一
拝
、
次
に
渡
殿
の
御

簾
を
巻
き
畢
り
て
側
に
候
す
。
次
に
祭

員
が
渡
殿
の
中
に
神
饌
を
供
す
。
次
に
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左
右
に
分
か
れ
一
列
ず
つ
各
お
棚
へ
行

く
。
こ
の
行
列
を
奉
仕
す
る
の
は
地
元

中
山
中
学
校
の
男
子
生
徒
の
有
志
十
八

名
で
、
翌
日
の
御
幡
献
納
祭
の
行
列
に

も
男
子
生
徒
三
十
名
、
女
子
生
徒
三
名

が
参
加
す
る
。
行
列
が
到
着
す
る
と
い

よ
い
よ
本
番
の
御
斗
代
神
事
が
両
お
棚

で
同
時
に
行
わ
れ
る
。
時
刻
は
午
後
十

時
過
ぎ
に
な
っ
て
い
る
。
暗
闇
の
中
燈

籠
の
灯
り
が
ほ
ん
の
り
照
ら
す
両
お
棚

で
は
、
こ
の
神
事
が
二
人
の
斎
主
だ
け

に
よ
っ
て
厳
か
に
行
わ
れ
る
。
鶴
島
に

は
鶴
島
神
社
が
あ
り
住
吉
の
神
を
祀
っ

て
あ
り
、
亀
島
に
は
亀
島
神
社
が
あ
り

市
岐
嶋
比
売
神
（
江
戸
時
代
の
文
書
に

は
弁
財
天
を
祀
る
と
あ
る
。）
を
祀
っ

て
あ
る
。
稲
の
豊
穣
に
関
わ
る
雨
、風
、

水
の
神
の
恵
み
を
祈
る
斎
場
と
し
て
、

お
棚
は
南
方
系
の
家
屋
を
示
し
て
い
る

と
も
考
え
ら
れ
る
。
ま
た
お
棚
の
方
向

が
本
殿
に
向
か
っ
て
い
る
点
、
神
を
本

殿
か
ら
こ
の
御
旅
所
に
迎
え
る
為
で
は

な
い
か
と
言
う
説
も
あ
る
。
二
つ
の
お

棚
で
同
時
に
神
事
が
行
わ
れ
る
こ
と
に

つ
い
て
は
、
朝
廷
で
行
わ
れ
る
主
基
、

悠
基
の
大
嘗
会
を
ま
ね
た
も
の
で
は
な

い
か
と
も
言
わ
れ
る
。
両
お
棚
で
行
わ

れ
る
式
次
第
は
、
大
麻
司
お
棚
と
神
饌

を
お
祓
い
す
る
。
斎
主
、
御
羽
車
前
に

て
再
拝
拍
手
す
る
。
斎
主
、
御
苗
を
御

羽
車
か
ら
神
池
に
お
移
し
す
る
。（
お

棚
の
前
面
池
中
に
立
て
ら
れ
て
あ
る
三

本
の
竹
筒
に
差
し
立
て
る
。）
次
に
神

饌
を
供
え
る
。
次
に
鼻
高
面
付
榊
を
供

え
る
。
次
に
斎
主
祝
詞
を
奏
上
す
る
。

斎
主
玉
串
を
奉
り
拝
礼
す
る
。
次
に
鼻

高
面
付
榊
を
撤
す
る
。
以
上
で
あ
る
。

（
御
苗
と
か
神
饌
は
お
棚
の
所
に
置
い

た
ま
ま
で
あ
る
。）
そ
し
て
一
同
来
た

と
同
じ
順
列
で
社
殿
に
戻
り
、奉
仕
者
、

参
列
者
金
幣
を
拝
戴
し
、
こ
の
神
事
は

終
了
す
る
。
こ
の
夜
、
当
社
境
内
に
は

沢
山
の
露
店
が
並
び
、
駐
車
場
広
場
で

は
備
前
一
宮
音
頭
や
備
前
一
宮
桃
太
郎

音
頭
の
お
ど
り
大
会
も
あ
り
、
ま
た
花

火
も
上
げ
ら
れ
境
内
は
大
変
な
賑
わ
い

を
見
せ
る
。

　

翌
八
月
三
日
に
は
、
午
前
十
時
か
ら

再
び
「
本
殿
祭
」
が
行
わ
れ
る
。
こ
れ

は
前
日
の
「
御
斗
代
祭
」
と
全
く
同
じ

式
典
で
あ
る
が
、
明
る
い
中
で
行
わ
れ

る
の
と
、
御
苗
を
渡
殿
に
供
え
置
く
事

は
無
い
。
祝
詞
は
前
日
の「
御
斗
代
祭
」

が
無
事
に
終
了
し
た
事
を
神
々
に
感
謝

す
る
意
味
が
中
心
と
な
っ
て
い
る
。
そ

の
「
本
殿
祭
」
は
午
前
十
一
時
過
ぎ
に

は
終
了
す
る
。

　

午
後
四
時
か
ら
こ
の
御
田
植
祭
の
最

後
の
神
事
で
あ
る
「
御
幡
献
納
祭
」
が

行
わ
れ
る
。
以
前
は
「
本
殿
祭
」
終
了

後
間
も
な
く
行
わ
れ
て
い
た
が
、
準
備

の
都
合
と
、
一
年
で
最
も
暑
い
時
期
の

炎
天
下
と
言
う
事
で
午
後
四
時
か
ら
に

な
っ
た
と
聞
い
て
い
る
。
御
幡
と
い
う

の
は
長
さ
四･

六
メ
ー
ト
ル
程
の
竹
棹

に
、
上
は
長
さ
一
・
四
メ
ー
ト
ル
程
、

下
は
長
さ
一
・
八
メ
ー
ト
ル
程
の
横
竹

を
シ
ュ
ロ
縄
で
縛
り
付
け
、
竹
棹
の
先

端
か
ら
横
竹
の
先
に
も
シ
ュ
ロ
縄
を
張

り
木
綿
の
白
布
を
上
の
横
竹
に
一
反
、

下
の
横
竹
に
二
反
飾
り
付
け
、
竹
棹
の

先
端
と
横
竹
の
端
の
五
ヶ
所
に
扇
が
付

け
ら
れ
、
紙
垂
も
五
ヶ
所
に
、
そ
れ
に

献
納
者
の
名
札
が
付
け
ら
れ
て
い
る
。

そ
れ
が
通
常
十
六
本
作
ら
れ
、
先
頭
を

行
く
御
幡
だ
け
は
布
や
扇
を
付
け
ず
上

の
横
竹
に
御
苗
を
六
束
横
に
並
べ
、
立

て
て
晒
の
白
紐
で
括
り
付
け
、
そ
の
晒

の
紐
は
下
に
長
く
垂
ら
し
六
筋
作
る
。

竹
棹
の
先
端
に
は
大
き
な
御
幣
が
付
け

ら
れ
る
。
先
頭
か
ら
二
番
目
を
行
く
御

幡
に
は
扇
は
付
け
な
い
で
、
大
き
な
白

う
ち
わ
が
竹
棹
の
先
端
と
上
の
横
竹
の

先
の
三
ヶ
所
に
付
け
ら
れ
る
。
都
合
十

八
本
の
御
幡
を
捧
げ
持
っ
て
行
列
を
作

り
行
進
す
る
。
御
幡
の
行
列
は
参
集
所

（
通
称
な
か
や
ま
会
館
）
前
で
整
え
ら

れ
る
。
先
頭
に
先
祓
い
の
神
職
二
人
、

次
に
太
鼓
獅
子
の
五
人
、
次
に
鼻
高
面

付
榊
を
持
つ
二
人
、
次
に
御
苗
を
持
つ

白
装
束
の
男
子
、
女
子
三
人
ず
つ
、
次

に
大
き
な
木
製
の
鋸
や
鎌
や
鍬
を
持
つ

五
人
、
次
に
伶
人
（
楽
人
）
三
人
、
次

に
宮
司
以
下
祭
員
神
職
、
次
に
警
衛
一

人
、
次
に
御
幡
が
十
八
本
（
十
八
人
が

捧
げ
持
つ
）、次
に
警
衛
、御
幡
献
納
者
、

氏
子
総
代
、
一
般
参
列
者
と
行
列
を
作

り
、
午
後
四
時
に
出
発
す
る
。
行
列
は

南
の
鳥
居
を
出
て
す
ぐ
の
道
を
東
に
進

む
。
五
十
メ
ー
ト
ル
程
行
き
、
県
道
に

出
て
左
折
し
進
む
。
南
の
神
池
の
外
周

を
進
み
、
正
面
鳥
居
か
ら
正
面
参
道
に

入
り
、
随
神
門
を
通
り
最
後
に
拝
殿
に

入
る
。
途
中
伶
人
が
楽
を
奏
し
、
御
苗

持
ち
の
男
子
、
女
子
の
六
人
が
田
唄
を

歌
い
な
が
ら
進
む
。
そ
の
お
幡
の
長
い

行
列
が
進
む
姿
は
誠
に
壮
観
で
あ
る
。

ま
た
正
面
参
道
に
入
っ
た
所
で
御
苗
の

付
い
た
笹
竹
を
三
本
ず
つ
鶴
島
、
亀
島

の
両
お
棚
の
傍
の
池
の
岸
に
差
し
立
て

る
。
そ
し
て
随
神
門
の
手
前
で
御
幡
に

付
い
て
い
る
扇
の
争
奪
戦
が
起
き
る
。

こ
れ
は
そ
の
扇
を
取
り
、
竹
に
付
け
田
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に
差
し
立
て
る
と
豊
作
に
な
る
と
言
わ

れ
る
故
で
あ
る
。
争
っ
て
扇
や
紙
垂
が

取
ら
れ
る
。
た
だ
し
、
先
頭
か
ら
三
つ

の
御
幡
は
何
も
取
っ
て
は
い
け
な
い
事

に
な
っ
て
い
る
。祭
典
は
神
饌
を
供
え
、

祝
詞
を
奏
上
し
、
玉
串
を
奉
り
拝
礼
、

金
幣
拝
戴
を
し
、
御
幡
献
納
者
に
御
酒

撤
下
品
を
授
与
し
、
こ
の
神
事
は
終
了

し
、
御
田
植
祭
の
全
神
事
が
終
わ
る
。

御
幡
神
事
が
ど
う
い
う
意
味
を
持
っ
て

い
る
の
か
に
つ
い
て
は
諸
説
有
り
、
御

幡
の
形
が
舟
の
帆
柱
に
似
た
形
を
し
て

い
る
と
こ
ろ
か
ら
、
南
方
か
ら
や
っ
て

来
た
稲
作
文
化
の
伝
来
を
象
徴
し
て
い

る
と
か
、
祭
神
吉
備
津
彦
命
が
温
羅
を

征
伐
し
、
凱
旋
し
て
来
た
と
き
の
姿
を

現
し
て
い
る
と
か
、
御
幡
の
白
布
は
神

へ
の
献
納
品
（
幣
帛
）
で
あ
っ
て
五
穀

豊
穣
を
祈
念
す
る
も
の
と
か
、
御
斗
代

神
事
は
田
植
え
を
表
し
、
御
幡
神
事
は

秋
の
豊
作
を
神
に
感
謝
し
、
布
（
み
て

ぐ
ら
）
を
捧
げ
る
神
事
で
は
な
か
ろ
う

か
、
と
言
っ
た
説
が
あ
る
。
原
初
い
ず

れ
か
を
意
味
し
て
こ
の
神
事
が
始
ま
っ

た
の
で
あ
ろ
う
が
、
永
年
の
間
形
式
は

全
く
変
わ
ら
ず
、
そ
の
時
代
に
よ
っ
て

ど
の
よ
う
な
人
が
御
幡
献
納
者
に
な
る

か
と
か
、
行
列
に
入
る
人
も
変
わ
っ
て

内
容
的
な
移
り
変
わ
り
が
起
こ
り
、
特

に
明
治
維
新
の
時
に
内
容
が
全
く
一
新

し
た
よ
う
で
あ
る
。
つ
ま
り
そ
の
時
代

に
よ
っ
て
御
幡
の
意
味
も
変
わ
っ
て
考

え
ら
れ
て
祭
が
行
わ
れ
て
き
た
の
で
は

な
い
か
と
思
わ
れ
る
。し
か
し
な
が
ら
、

御
幡
の
神
事
を
含
め
、
御
田
植
祭
は
秋

の
実
り
を
神
々
に
一
生
懸
命
に
祈
念
す

る
意
味
は
変
わ
ら
ず
、
今
も
全
く
同
じ

で
あ
る
と
思
う
。
た
だ
（
昔
の
）
真
剣

に
神
々
に
直
向
に
祈
る
祭
に
は
現
在
は

と
て
も
か
な
わ
な
い
と
思
う
次
第
で
あ

る
。

　

教
化
委
員
会
育
成
部
主
催
の
こ
ど
も

伊
勢
参
り
が
八
月
十
九
日
か
ら
二
十
一

日
の
日
程
で
実
施
さ
れ
、
県
下
の
小
学

四
年
生
か
ら
中
学
二
年
生
ま
で
の
男
子

十
四
名
女
子
十
六
名
、
ス
タ
ッ
フ
七
名

が
参
加
し
た
。

　

最
初
の
正
式
参
拝
と
な
る
二
見
興
玉

神
社
で
は
、
こ
ど
も
達
の
神
妙
な
眼
差

し
と
そ
の
場
に
漂
う
程
よ
い
緊
張
感

に
、
こ
の
旅
の
幸
先
の
良
さ
を
感
じ
る

こ
と
が
で
き
た
。
二
日
目
に
は
早
朝
の

外
宮
参
拝
、
爽
や
か
な
朝
の
日
差
し
を

こ
ど
も
伊
勢
参
り

 

勝
部
神
社
禰
宜　

松　

岡　

多
衣
子
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木
立
の
間
に
浴
び
、
清
々
し
い
ひ
と
時

を
過
ご
す
。
内
宮
参
拝
で
は
今
ま
で
の

手
水
と
異
な
り
、
五
十
鈴
川
の
清
ら
か

な
流
れ
に
手
を
浸
す
。
す
ぐ
そ
ば
に
小

魚
や
鯉
が
泳
ぐ
さ
ま
を
飽
く
こ
と
な
く

見
入
っ
て
い
た
こ
ど
も
達
、
杉
木
立
の

中
大
き
な
幹
を
さ
わ
り
見
上
げ
る
子
の

姿
が
ほ
ほ
え
ま
し
い
。
そ
の
後
内
宮
の

施
設
内
で
雅
楽
教
室
に
参
加
し
、
本
物

の
雅
楽
器
に
触
れ
、
実
際
音
を
奏
で
、

ま
た
衣
装
に
も
袖
を
通
さ
せ
て
頂
く
。

火
鑽
り
の
実
技
体
験
で
は
、
煙
が
上
が

る
瞬
間
ま
で
息
を
詰
め
て
見
守
り
、
煙

が
上
が
る
と
「
ほ
う
。」「
や
っ
た
。」

と
の
歓
声
が
上
が
り
、
体
験
者
と
の
一

体
感
を
感
じ
た
。
こ
ど
も
達
の
、
は
じ

め
は
戸
惑
い
な
が
ら
も
興
味
・
驚
き
に

目
を
輝
か
せ
、
顔
を
ほ
こ
ろ
ば
せ
る
姿

に
、時
の
経
つ
の
も
忘
れ
さ
せ
ら
れ
る
。

御
神
楽
奉
納
も
好
機
に
恵
ま
れ
巫
女
舞

の
他
三
曲
、
こ
ど
も
達
に
と
っ
て
は
貴

重
な
体
験
と
な
っ
た
。
御
垣
内
参
拝
を

す
ま
す
と
、
お
か
げ
横
丁
、
鳥
羽
水
族

館
と
各
グ
ル
ー
プ
で
行
動
を
し
、
お

土
産
を
買
い
見
学
を
の
び
の
び
と
楽
し

む
。
三
日
目
は
春
日
大
社
に
参
拝
。
春

日
山
を
神
体
と
し
崇
め
る
建
て
ら
れ
か

た
で
あ
る
こ
と
、
酸
性
雨
の
影
響
で
古

木
が
枯
れ
る
事
な
ど
を
職
員
の
方
か
ら

伺
い
、
古
く
か
ら
自
然
と
共
に
営
ま
れ

て
い
た
人
々
の
暮
ら
し
や
思
い
、
ま
た

そ
の
自
然
を
破
壊
し
て
い
る
の
も
人
で

あ
る
こ
と
を
痛
感
す
る
。
行
き
帰
り
の

車
内
で
は
ク
イ
ズ
に
ゲ
ー
ム
と
盛
り
上

が
り
を
見
せ
、「
あ
っ
」
と
い
う
間
の

移
動
で
あ
り
、
終
始
笑
顔
で
無
事
帰
る

こ
と
が
で
き
た
。

　

自
然
（
神
）
の
大
き
な
懐
の
中
に
つ

つ
ま
れ
そ
れ
を
感
じ
な
が
ら
、
こ
ど
も

達
が
伸
び
や
か
に
動
き
、
ま
た
程
よ
い

緊
張
感
の
な
か
に
居
ず
ま
い
を
正
す
姿

を
見
て
、
そ
し
て
と
も
に
過
ご
す
こ
と

で
旅
の
達
成
を
感
じ
た
。

　

最
後
に
、
こ
の
こ
ど
も
達
と
過
ご
す

機
会
を
与
え
て
く
だ
さ
っ
た
こ
と
を
感

謝
致
し
ま
す
。

岡
山
県
神
社

 

関
係
者
大
会

平
成
21
年
4
月
23
日（
木
）

午
後
1
時
30
分　

式
典
・
表
彰
式

午
後
3
時　
　
　

講
演
会

　

講
師　

皇
學
館
大
学
教
授　

 

橋
本　

雅
之　

先
生

　

演
題　
「
備
前
の
神
話
と
万
葉
集
」

午
後
4
時
40
分
ご
ろ　

終
了
予
定

神
道
講
演
会

平
成
21
年
3
月
28
日（
土
）　

真
庭
支
部

平
成
21
年
3
月
29
日（
日
）　

津
山
支
部

　

講
師　

松
尾
大
社
宮
司　

 

佐
古　

一
洌　

先
生

　

演
題　

八
つ
の
幸
福
（
し
あ
わ
せ
）

神
社
庁
辞
令

七
月
一
日

教
化
委
員
会
委
員
を
委
嘱
す
る

 

菱
川　
　

宏

七
月
一
日

岡
山
県
神
社
庁
参
事
に
任
ず
る

 

瀧
本　

文
典

七
月
二
十
二
日

岡
山
県
神
社
庁
理
事
に
選
任
す
る

 

三
垣　
　

一

七
月
二
十
二
日

協
議
員
会
副
議
長
に
選
任
す
る

 

永
山　

昌
衛

十
月
一
日

岡
山
県
神
社
庁
協
議
員
を
委
嘱
す
る

高
生　
　

堅

坂
本　
　

譲

武　
　

富
雄

十
月
一
日

総
務
委
員
会
臨
時
委
員
を
委
嘱
す
る

佐
々
木
講
治

柚
木　

和
彦

吉
田　

重
隆

鳥
越　

真
澄

粟
井　

睦
夫
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庁
務
日
誌
抄

自　

平
成
二
十
年
七
月
一
日

至　

平
成
二
十
年
十
一
月
三
十
日

七
月

一
日　
　
　

月
次
祭

三
日　
　
　

神
青
協
発
送
作
業

　
　
　
　
　

教
化
委
育
成
部
会

四
日　
　
　

県
神
社
総
代
会
監
査
会

　
　
　
　
　

県
神
社
総
代
会
役
員
会

七
日　
　
　

役
員
会

　
　
　
　
　

身
分
選
考
表
彰
委
員
会

　
　
　
　
　

伊
勢
神
宮
崇
敬
会

 

県
本
部
評
議
員
会

九
日　
　
　

雅
楽
自
主
研
修
（
龍
笛
）

　
　
　
　
　

教
化
委
員
会
総
会

十
八
日　
　

神
政
連
県
本
部
役
員
会

　
　
　
　
　

祭
祀
委
員
会
総
会

　
　
　
　
　

祭
祀
委
祭
儀
部
会

二
十
二
日　

県
神
社
総
代
会
評
議
員
会

二
十
四
日　

総
務
委
員
会

　
　
　
　
　

神
青
協
発
送
作
業

　
　
　
　
　

神
青
協
役
員
会

二
十
五
日　

祭
祀
委
祭
祀
舞
部
会

二
十
八
日　

祭
祀
舞
自
主
研
修

二
十
九
日　

出
雲
大
社
参
拝
旅
行

八
月

一
日　
　
　

月
次
祭

四
日　
　
　

研
修
企
画
室
会
議

五
日　
　
　

 

教
化
委
育
成
部
会
並

　
　
　
　
　

こ
ど
も
伊
勢
ま
い
り

 

ス
タ
ッ
フ
会

六
日　
　
　

神
宮
奉
賛
部
会

七
日　
　
　

祭
祀
委
祭
祀
舞
部
会

　
　
　
　
　

雅
楽
自
主
研
修
（
龍
笛
）

十
二
日　
　

祭
祀
委
祭
儀
部
会

　
　
　
　
　

教
化
委
事
業
部
会

十
八
日　
　

神
社
庁
会
計
監
査

十
九
日　
　

祭
祀
委
特
殊
神
事
部
会

十
九
日
〜
二
十
一
日

　
　
　
　
　

こ
ど
も
伊
勢
ま
い
り

二
十
日　
　

神
青
協
事
業
部
会
並

 
六
十
周
年
事
業
委
員
会

二
十
一
日　

神
政
連
県
本
部
代
議
員
会

二
十
二
日　

総
務
委
員
会

二
十
五
日　

役
員
会九

月

一
日　
　
　

月
次
祭

二
日　
　
　

神
青
協
祭
式
研
修

四
日　
　
　

祭
祀
委
祭
祀
舞
部
会

　
　
　
　
　

雅
楽
自
主
研
修
（
龍
笛
）

五
日　
　
　

神
社
総
代
会
全
国
大
会

 

（
於　

福
岡
）

八
日　
　
　

伊
勢
神
宮
崇
敬
会

 

県
本
部
役
員
会

　
　
　
　
　

祭
祀
委
祭
儀
部
会

九
日　
　
　

 

こ
ど
も
伊
勢
ま
い
り

 

ス
タ
ッ
フ
会

十
一
日　
　

祭
祀
委
特
殊
神
事
部
会

十
二
日　
　

 

世
界
連
邦
岡
山
県
宗
教
者

大
会

 

（
於　

倉
敷　

大
本
本
苑
）

十
六
日　
　

教
化
委
広
報
部
会

　
　
　
　
　

教
化
委
事
業
部
会

十
七
日　
　

女
子
神
職
会
役
員
会

　
　
　
　
　

特
殊
神
事
部
会

十
九
日　
　

財
務
委
員
会

二
十
二
日　

大
麻
暦
頒
布
始
奉
告
祭

　
　
　
　
　

モ
デ
ル
支
部
推
進
会
議

　
　
　
　
　

祭
祀
委
祭
儀
部
会

　
　
　
　
　

祭
祀
委
雅
楽
部
会

二
十
四
日　

神
青
協
三
役
会

　
　
　
　
　

神
青
協
役
員
会

二
十
五
日　

総
務
委
員
会

二
十
六
日　

女
子
神
職
会
研
修
会

二
十
九
日　

関
係
者
大
会
企
画
委
員
会

　
　
　
　
　

役
員
会

　
　
　
　
　

身
分
選
考
表
彰
委
員
会

三
十
日　
　

岡
山
八
幡
会
役
員
会

十
月

一
日　
　
　

月
次
祭

六
日　
　
　

神
政
連
県
本
部
役
員
会

八
日　
　
　

神
青
協
広
報
部
会

十
四
日　
　

神
青
協
六
十
周
年

 
事
業
委
員
会

二
十
四
日　

総
務
委
員
会

三
十
日　
　

県
氏
子
青
年
協
議
会
総
会

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
於　

児
島
）

十
一
月

四
日　
　
　

月
次
祭

　
　
　
　
　

岡
山
八
幡
会
総
会
・
研
修
会

　
　
　
　
　

神
政
連
県
本
部

 

選
挙
対
策
委
員
会

五
日　
　
　

役
員
会

六
日　
　
　

祭
祀
委
特
殊
神
事
部
会

七
日　
　
　

神
青
協
発
送
作
業

十
日　
　
　

臨
時
協
議
員
会

　
　
　
　
　

関
係
者
大
会
企
画
委
員
会

十
二
日　
　

祭
祀
委
祭
祀
舞
部
会

　
　
　
　
　

雅
楽
自
主
研
修
（
龍
笛
）

　
　
　
　
　

祭
祀
委
員
会
役
員
会

　
　
　
　
　

祭
祀
委
祭
儀
部
会

十
七
日
〜
十
九
日

　
　
　
　
　

中
国
地
区
神
社
庁
職
員
研
修

 

（
於　

広
島
県
）

二
十
一
日　

女
子
神
職
会
自
主
研
修

　
　
　
　
　

神
青
協
大
麻
啓
発
活
動
準
備

　
　
　
　
　

神
青
協
役
員
会

　
　
　
　
　

神
青
協
総
会

二
十
五
日　

教
化
委
広
報
部
会

二
十
六
日
〜
二
十
八
日

　
　
　
　
　

伊
勢
神
宮
新
穀
感
謝
祭

 

団
体
参
拝
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神

職

任

免

就
任
発
令
の
部

年 

月 
日

鎮　

座　

地

神 

社 

名

本
兼
務
職

氏　

名

20
・
7
・
4

倉
敷
市
本
町

阿

智

神

社

本　

権
禰
宜

廣
田　

翔
司

20
・
7
・
22

津
山
市
二
宮

髙

野

神

社

本　

権
禰
宜

河
原　

貴
浩

20
・
7
・
22

浅
口
市
金
光
町
下
竹

御

崎

神

社

兼　

宮
司

亀
山　

昭
三

20
・
7
・
22

浅
口
市
金
光
町
下
竹

荒

神

社

兼　

宮
司

亀
山　

昭
三

20
・
7
・
22

浅
口
市
金
光
町
下
竹

大

森

神

社

兼　

宮
司

亀
山　

昭
三

20
・
7
・
22

倉
敷
市
玉
島
乙
島

金
刀
比
羅
神
社

本　

権
禰
宜

滝
澤　

洋
子

20
・
8
・
18

岡
山
市
一
宮

吉
備
津
彦
神
社

本　

権
禰
宜

西
原　

幸
男

20
・
8
・
18

高
梁
市
成
羽
町
吹
屋

八

幡

神

社

兼　

禰
宜

勢
村　

健
志

20
・
9
・
30

岡
山
市
建
部
町
桜

佐
久
良
神
社

兼　

宮
司

藤
井　
　

守

20
・
9
・
30

岡
山
市
建
部
町
中
田

天

神

宮

兼　

宮
司

藤
井　
　

守

20
・
9
・
30

浅
口
市
鴨
方
町
小
坂
西

天

神

社

兼　

宮
司

中
山　

立
夫

20
・
9
・
30

浅
口
市
鴨
方
町
小
坂
西

艮

神

社

兼　

宮
司

中
山　

立
夫

20
・
9
・
30

浅
口
市
鴨
方
町
小
坂
東

天

津

神

社

兼　

宮
司

中
山　

立
夫

20
・
9
・
30

浅
口
市
鴨
方
町
小
坂
東

軍

神

社

兼　

宮
司

中
山　

立
夫

20
・
9
・
30

浅
口
市
鴨
方
町
小
坂
東

八

幡

神

社

兼　

宮
司

中
山　

立
夫

20
・
10
・
16

岡
山
市
下
足
守

葦
守
八
幡
宮

兼　

宮
司
代
務
者

清
瀬　

光
政

20
・
10
・
17

岡
山
市
下
足
守

葦
守
八
幡
宮

本　

宮
司

河
田　

宜
秋

20
・
11
・
5

岡
山
市
建
部
町
建
部
上

七
社
八
幡
宮

兼　

宮
司

森
原　

荘
之

20
・
11
・
5

高
梁
市
成
羽
町
下
日
名

御

前

神

社

本　

禰
宜

藤
井　

義
徳

20
・
11
・
6

岡
山
市
建
部
町
建
部
上

七
社
八
幡
宮

兼　

宮
司

藤
森　

友
紀

20
・
11
・
21

美
作
市
宮
本

讚

甘

神

社

本　

宮
司

白
岩　

修
治

20
・
11
・
22

加
賀
郡
吉
備
中
央
町
竹
部

天

神

社

兼　

宮
司

杉
田　

良
爾

20
・
11
・
22

加
賀
郡
吉
備
中
央
町
竹
部

靑

樹

神

社

兼　

宮
司

杉
田　

良
爾

退
任
発
令
の
部

年 

月 

日

鎮　

座　

地

神 

社 

名

本
兼
務
職

氏　

名

20
・
9
・
29

浅
口
市
鴨
方
町
小
坂
西

天

神

社

兼　

宮
司
代
務
者

西
山　

峻
爾

 
宇
治
橋
渡
始
式
に
供
奉
す
る

 

三
世
代
夫
婦
の
募
集

 　

伊
勢
の
神
宮
に
お
か
れ
て
は
平
成
二

十
五
年
に
式
年
遷
宮
を
ひ
か
え
て
、
宇

治
橋
も
新
し
く
造
替
さ
れ
、
来
る
平
成

二
十
一
年
十
一
月
三
日
（
火
・
祝
日
）

に
新
し
い
宇
治
橋
の
渡
始
式
が
執
り
行

わ
れ
ま
す
。
渡
始
式
に
は
各
県
か
ら
一

家
三
世
代
の
夫
婦
が
二
組
以
内
で
供
奉

す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

　

供
奉
を
ご
希
望
で
次
の
要
件
を
満
た

す
方
は
、
お
申
し
込
み
く
だ
さ
い
。
神

社
庁
に
て
選
定
の
上
、
神
宮
に
推
薦
致

し
ま
す
。

一
、 

親
、
子
、
孫
、
血
脈
の
通
じ
る
同

姓
三
代
の
夫
婦
六
人
が
当
日
そ

ろ
っ
て
供
奉
で
き
る
状
態
で
あ
る

こ
と
。

二
、 

二
キ
ロ
程
度
の
歩
行
に
十
分
堪
え

年 

月 

日

鎮　

座　

地

神 

社 

名

本
兼
務
職

氏　

名

20
・
9
・
29

浅
口
市
鴨
方
町
小
坂
西

艮

神

社

兼　

宮
司
代
務
者

西
山　

峻
爾

20
・
9
・
29

浅
口
市
鴨
方
町
小
坂
東

天

津

神

社

兼　

宮
司
代
務
者

西
山　

峻
爾

20
・
9
・
29

浅
口
市
鴨
方
町
小
坂
東

軍

神

社

兼　

宮
司
代
務
者

西
山　

峻
爾

20
・
9
・
29

浅
口
市
鴨
方
町
小
坂
東

八

幡

神

社

兼　

宮
司
代
務
者

西
山　

峻
爾

20
・
10
・
16

岡
山
市
下
足
守

葦
守
八
幡
宮

本　

禰
宜

河
田　

宜
秋

20
・
11
・
21

加
賀
郡
吉
備
中
央
町
竹
部

天

神

社

兼　

宮
司

向
崎　

作
雄

20
・
11
・
21

加
賀
郡
吉
備
中
央
町
竹
部

靑

樹

神

社

兼　

宮
司

向
崎　

作
雄

神

職

帰

幽

年 

月 

日

鎮　

座　

地

神 

社 

名

職
名

氏　

名

現
身
分
享
年

20
・
9
・
19

苫
田
郡
鏡
野
町
中
谷

中
谷
神
社

宮
司

岡
本　

正
宗

三
級

86

20
・
10
・
2

加
賀
郡
吉
備
中
央
町
案
田

化
氣
神
社

宮
司

草
地　
　

護

二
級

84

神
社
庁
か
ら
の

お
知
ら
せ
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得
る
健
康
者
で
あ
る
こ
と
。
背
負

わ
れ
た
り
車
椅
子
を
使
用
し
て
の

供
奉
は
で
き
ま
せ
ん
。

三
、 
忌
服
に
か
か
っ
て
い
な
い
こ
と
。

　

申
し
込
ま
れ
る
方
は
次
の
こ
と
を
予

め
ご
了
承
く
だ
さ
い
。

一
、 

服
装
は
、
男
性
が
略
礼
服
若
し
く

は
紋
付
羽
織
袴
、
女
性
は
そ
れ
に

準
ず
る
服
装
。

二
、 

交
通
費
宿
泊
費
は
す
べ
て
自
弁
の

こ
と
。

三
、 

三
夫
婦
は
家
族
そ
の
他
を
同
伴
し

て
供
奉
す
る
こ
と
は
で
き
ま
せ

ん
。
同
行
者
が
あ
る
と
き
は
式

が
終
わ
る
ま
で
別
行
動
を
お
願
い

す
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。
渡
始
式

は
約
二
時
間
を
要
す
る
見
込
み
で

す
。

四
、 

申
し
込
み
後
に
病
気
、
服
喪
な
ど

支
障
が
生
じ
て
供
奉
不
可
能
と

な
っ
た
と
き
は
、
直
ち
に
申
込
み

の
取
り
消
し
を
岡
山
県
神
社
庁
に

連
絡
し
て
く
だ
さ
い
。

五
、 

供
奉
の
決
定
は
該
当
者
に
の
み
通

知
し
ま
す
。
選
考
に
漏
れ
た
方
に

は
通
知
致
し
ま
せ
ん
。

〔
申
込
方
法
〕

一
、
記
入
事
項

　
　

 

住
所
、
氏
名
、
年
齢
、
続
柄
、
電

話
番
号
、
所
属
神
社
名
、
所
属
神

社
住
所
を
明
記
し
、
所
属
神
社
宮

司
が
署
名
捺
印
し
て
、「
宇
治
橋

渡
始
式
参
加
希
望
」
と
書
い
て
お

申
し
込
み
く
だ
さ
い
。

　
　

用
紙
は
任
意
の
紙
で
結
構
で
す
。

一
、
申
し
込
み
先

　
　

 

所
属
神
社
宮
司
か
ら
支
部
長
を
経

由
し
て
岡
山
県
神
社
庁
へ
お
申
し

込
み
く
だ
さ
い
。

一
、
申
し
込
み
期
間

　
　

 

平
成
二
十
一
年
五
月
一
日
か
ら
七

月
三
十
一
日
（
神
社
庁
必
着
）
ま

で

　
　

 

恐
れ
入
り
ま
す
が
、
申
し
込
み
期

間
以
外
の
応
募
は
選
考
の
対
象
外

と
さ
せ
て
戴
き
ま
す
。

お
問
い
合
わ
せ
は

　

岡
山
県
神
社
庁　
　

担
当　

瀧
本

　

℡　

〇
八
六

－

二
七
〇

－

二
一
二
二

 

境
内
地
等
で
の
他
宗
教
団
体
の

 

行
事
に
つ
い
て

 　

神
社
本
庁
か
ら
次
の
通
り
通
知
が
あ

り
ま
し
た
の
で
、
ご
配
慮
を
お
願
い
致

し
ま
す
。

　

近
年
、
神
社
の
境
内
な
ど
で
他
宗
教

教
団
に
よ
る
儀
式
、
行
事
な
ど
が
実
施

さ
れ
て
お
り
ま
す
。
特
に
、
あ
る
宗
教

団
体
で
は
護
国
神
社
な
ど
の
境
内
に
お

い
て
慰
霊
、
供
養
と
称
し
て
大
規
模
な

宗
教
活
動
が
行
わ
れ
、
氏
子
崇
敬
者
か

ら
疑
問
が
寄
せ
ら
れ
て
お
り
ま
す
。

　

つ
き
ま
し
て
は
、
神
社
本
庁
憲
章
な

ど
に
も
、
神
社
の
境
内
地
そ
の
他
の
施

設
を
神
社
本
来
の
目
的
に
反
す
る
活
動

に
利
用
さ
せ
な
い
こ
と
が
求
め
ら
れ
て

お
り
、
次
の
点
に
ご
配
慮
を
お
願
い
致

し
ま
す
。

一
、 

境
内
地
そ
の
他
の
施
設
を
、
神
社

と
何
ら
関
係
の
な
い
宗
教
団
体
の

宗
教
活
動
の
た
め
に
提
供
、
利
用

さ
せ
な
い
こ
と
。

二
、 

神
社
の
境
内
で
行
わ
れ
る
他
宗
教

団
体
の
行
事
は
、
一
社
の
歴
史
と

伝
統
、
信
仰
形
態
、
周
辺
に
与
え

る
影
響
を
も
考
え
併
せ
て
ご
判
断

戴
き
、
神
職
、
氏
子
崇
敬
者
を
は

じ
め
神
社
関
係
者
と
十
分
に
協
議

を
重
ね
た
上
で
、
神
社
の
行
事
や

事
業
と
し
て
違
和
感
を
与
え
た

り
、
誤
解
を
招
く
こ
と
の
な
い
よ

う
ご
配
慮
く
だ
さ
い
。

編
集
後
記

　

今
号
よ
り
Ａ
４
サ
イ
ズ
に
大
き
く
な

り
ま
し
た
。
文
字
も
そ
れ
に
あ
わ
せ
て

大
き
め
に
な
り
ま
し
た
。
庁
報
に
寄
せ

ら
れ
る
要
望
で
、「
文
字
が
小
さ
く
読

み
に
く
い
」
と
の
ご
意
見
を
多
数
頂
い

た
た
め
で
す
。
読
み
や
す
く
な
っ
て
い

れ
ば
幸
い
で
す
。

　
「
社
報
を
つ
く
ろ
う
」
に
掲
載
さ
れ

た
今
ま
で
の
実
際
の
社
報
は
、
神
社
庁

Ｈ
Ｐ
の
そ
れ
ぞ
れ
の
神
社
を
検
索
し
て

い
た
だ
き
ま
す
と
、
Ｐ
Ｄ
Ｆ
に
て
読
め

る
よ
う
に
な
っ
て
お
り
ま
す
。
今
号
掲

載
の
社
報
は
ペ
ー
ジ
数
の
都
合
で
抜
粋

に
て
載
せ
て
あ
り
ま
す
の
で
、
あ
ら
か

じ
め
御
了
承
下
さ
い
。

　

今
年
も
よ
ろ
し
く
御
願
い
い
た
し
ま

す
。

 

教
化
委
員
会
広
報
部
長　

福
田




